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インボイス制度説明会のお知らせ
令和５年１０月１日から消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます。新制度導入に向け

てインボイス制度の基本的な仕組みや登録申請手続き等について下記の通り説明会を開催いたします。現在免税

事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせてインボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。

尚、会員の皆様はもちろん一般の方も参加できます。

開催日 開催時間 定員 会場

11月 9日（水） １０：００～１１：００ ２５名 ＪＡ横浜 神奈川支店

神奈川区神大寺2-19-20

市営地下鉄ブルーライン片倉町駅から徒歩5分

11月 9日（水） １３：００～１４：００ ２５名

11月 9日（水） １５：００～１６：００ ２５名

11月10日（木） １０：００～１１：００ １５名 (一社)神奈川青色申告会事務局

神奈川区西神奈川1-9-3グレース竹和弐番館３階11月10日（木） １３：００～１４：００ １５名

インボイス制度が始まっ

たらどう変わるの？

神奈川税務署共催

申込方法：お電話にて受付いたします。 電話番号：０４５－５７７－０６１５

講師：神奈川税務署担当官

定員になり次第締切ります。また新型コロナウィルス感染症の拡大状況によっては中止となる場合がございます。

ご来場の際には公共交通機関をご利用ください。

● 消 費 税 イ ン ボ イ ス 制 度 の 登 録 申 請 受 付 中

現在当会では、インボイス（適格請求書発行事業者）の登録申請書の提出サポートを行っております。提出

をされる方は個人番号と本人確認書類の写しを忘れずにお持ちください。

尚、令和５年１月～３月は確定申告期間となるため、インボイス（適格請求書発行事業者）の登録申請書の

提出サポートができません。インボイスの登録申請期限は令和５年３月31日まで ですが、当会へ提出を

される方は 令和４年12月まで にご協力をお願いいたします。

イ ン ボ イ ス 制 度

私は課税売上高が毎年1,000万円前後で推移しています。インボイス（適格請求書発行事業者）の

登録をしても前々年の課税売上高が1,000万以下だったら消費税の申告はしなくていいの？

インボイス（適格請求書発行事業者）の登録をすると前々年の課税売上高に関係なく、常に課税

事業者になり消費税の申告・納付が必要になります。登録を取りやめることもできますが、一定

の期間は取り消すことができません。

Q

A

受け取ったインボイス登録番号が正式に登録された事業者が発行したものかどうか確認するにはど

うしたらいいの？

登録された適格請求書発行事業者の情報の一部は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で

公表され、登録番号を入力して検索すると適格請求書発行事業者の情報を見ることができます。

Q

A
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令 和 ４ 年 度 税 制 改 正
住宅ローン控除制度の見直し
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●開 設 日 ※10・11月は予約不要です。

10月 ３日(月)・17日(月)・24日(月)

31日(月)

11月 ７日(月)・14日(月)・21日(月)

28日(月)

●相談受付時間 10時～11時・13時～14時

●電 話 番 号 ０７０-５５９３-２０２８

港北出張所開設日(月曜日開設)
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税理士・弁護士による

無料税務・ 法律相談会
（ 毎 月 第 1 火 曜 日 ）

●会 場 事 務 局
●相談受付時間 1 3 時 ～ 1 5 時

●予約電話番号 ０４５-５７７-０６１５
※相談時間は、お一人様３０分の予約制となっております。

事前にお電話いただきますようお願いいたします。

●日 程

税 務 相 談 10月4日(火)

11月1日(火)

法 律 相 談 10月4日(火)
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ご近所、お知り合いで最近開業した方、記帳・申告でお悩み

の方等いらっしゃいましたら是非ご紹介くださいますようお

願いいたします。ご紹介いただいた方がご入会されたらご紹

介者にＱＵＯカード1,000円プレゼント!!

（短期で退会される会員は除く）

記帳・決算サポート
指導会・研修会
税務・法律相談会
会計ソフトブルーリターンAの販売
融資の紹介

会員福利厚生
共済・保険の紹介
労働保険のご案内
会員優待サービス

入会をお考えの方をご紹介ください!


